
区役所 住 所 電話番号 FAX番号

中央区 〠060-8612 中央区南３条西11丁目 ☎205-3344 FAX261-8890

北 区 〠001-8612 北区北24条西６丁目 ☎757-2495 FAX736-5376

東 区 〠065-8612 東区北11条東７丁目 ☎741-2543 FAX731-3660

白石区 〠003-8612 白石区南郷通1丁目南 ☎861-2499 FAX864-9122

厚別区 〠004-8612 厚別区厚別中央１条５丁目 ☎895-2598 FAX895-4032

豊平区 〠062-8612 豊平区平岸６条10丁目 ☎822-2525 FAX833-4310

清田区 〠004-8613 清田区平岡１条１丁目 ☎889-2066 FAX889-2703

南 区 〠005-8612 南区真駒内幸町２丁目 ☎582-4786 FAX582-2401

西 区 〠063-8612 西区琴似２条７丁目 ☎641-6982 FAX641-2407

手稲区 〠006-8612 手稲区前田１条11丁目 ☎681-2584 FAX695-0059

開庁時間：８時45分～17時15分
休日：土日祝日、12月29日～１月３日

国民年金の

し お り

国民年金についての簡易なお問い合わせは…
札幌市コールセンター ☎222-4894 (年中無休 8時～21時まで)

FAX番号 221-4894 Eメール：info4894@city.sapporo.jp
※札幌市コールセンターでは、国民年金のお問い合わせ以外にも、札幌市の各種手続き、
施設、行事、公共交通案内などについてのお問い合わせを受け付けています。

自分で調べるときは…

札幌市青少年科学館

相談はお住まいの区の区役所保険年金課年金係へ

※このしおりに掲載している情報は、令和8年4月時点のものです。
令和8年5月発行
編集・発行 札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課
〠060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目 ☎211-2944

令和 8 年度版

さっぽろ市
01-F05-26-951

R8-1-63

札幌市役所に寄せられるよくある質問検索サービス
https://www.callcenter.city.sapporo.jp/sapporo/cc/web/index.html

札幌市国民年金ホームページ
https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/nenkin/
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国民年金の仕組み

公的年金制度 ２階建ての年金給付

公的年金制度は、老齢、障がい、死亡によって収入を得ることができなくなったり
減少したりしたときに、本人や遺族に年金給付を行い、人々の生活を支える社会保
障制度の一つです。
年金の給付費用が、加入者が納める保険料と国の負担(税金)によって賄われる社会
保険方式により運営されており、年金受給者の生活を現役世代が支える世代と世代
の支え合いであるとともに、国が責任をもって運営する制度となっています。
なお、社会保険方式とは、高齢や障がい、死亡に備えて、あらかじめ保険料を納め、
その保険料を財源として給付が行われる仕組みのことです。
そのため、保険料を納めていなければ、原則として年金を受け取ることはできませ
ん。

日本の年金制度は、20歳以上60歳未満の日本に住む全ての方が国民年金の加入者
（被保険者）となる国民皆年金の制度となっています。
会社員や公務員の方は、厚生年金に加入するとともに、同時に国民年金の加入者に
もなっています。
国民年金の加入者は、
①高齢になったときは老齢基礎年金、
②障がい者になったときは障害基礎年金、
③亡くなったときに生計を同じくしていた一定範囲の遺族の方は遺族基礎年金

の給付を受けることができますが、このとき、厚生年金の加入期間や共済組合の加
入期間があれば、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金が、基礎年金に上乗
せされて支給されることになり、いわゆる２階建ての給付を受ける仕組みとなって
います。
（それぞれの受給条件を満たしている必要があります。）

※平成27年10月、共済年金は厚生年金に一元化されました。
今後は、公務員や私立学校教職員の共済組合加入者でも、年金は厚生年金の加入
者となります。
平成27年9月以前から共済年金を受給している方は、引き続き共済年金を受給し
ます。

※第１号被保険者および第３号被保険者でも、第２号被保険者期間があった方は、
その部分を２階部分としてそれぞれの年金が支給されます。

国民年金（基礎年金）

上乗せ年金
(2階部分)

基礎年金
(1階部分)

被保険者
区 分

第１号被保険者
( )
自営業者など

第２号被保険者

会社員 公務員など
会社員・公務員
などに扶養され
ている配偶者

厚生年金

1 2
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年金給付
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現役世代が納める保険料 ＋ 税金（国の負担）



国民年金に加入する方

加入者(被保険者)は３種類

20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある方は、年金に関する協定を結んでいる
外国人など一部の方を除き、国民年金に加入することになります。
国民年金の加入者(被保険者)は次の３種類に分かれています。

こんなときは区役所で手続きを！

第１号被保険者 第２号被保険者 第３号被保険者
会社員・公務員など厚生年
金の加入者(65歳以上は老
齢年金などの受給権がな
い方に限る。)

20歳以上60歳未満で、第
２号被保険者に扶養され
ている配偶者（原則、日本
国内に住所を有する方が
対象です。）

20歳以上60歳未満で、第2
号被保険者・第３号被保険
者以外の方

次の方は本人の希望で国民年金に加入することができます。
①日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
②日本国籍があり、海外に住んでいる20歳以上65歳未満の方
③加入期間が不足しているため、老齢基礎年金を受給できない65歳以上70歳未
満の方(昭和50年4月1日以前に生まれた方)。 ただし、老齢基礎年金の受給資
格期間(17ページ)を満たすまでの期間に限ります。

※1 ①・②の方は、納付済み月数が40年(480カ月)になり、受け取ることができ
る年金額が満額(18ページ)になるまでの期間に限ります。

※2 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は任意加入できません。
※3 任意加入期間の保険料は免除の対象になりません。
※4 厚生年金、共済組合等に加入している方は任意加入できません。

上記①・③の任意加入被保険者の保険料納付方法は、原則として口座振替となっ
ています(クレジットカード払いも可能)。手続きに必要なものは4ページをご覧
ください。

希望で加入できる方(任意加入被保険者)

こんなとき 必要なもの
会社を退職したとき
(被扶養配偶者の届け出も忘れずに)

・マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書
・退職年月日が分かるもの (雇用保険被保険者離職票など)

厚生年金加入配偶者の扶養から外れ
たとき(離婚したとき、収入が増えた
とき、配偶者が離職したとき)

・マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書
・扶養から外れた日が分かるもの

(被保険者資格喪失証明書など)

配偶者が65歳になったとき
(第3号被保険者のみ)

・マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書

基礎年金番号通知書の再交付を受け
たいとき
(第1号被保険者のみ)

・マイナンバーカードまたは基礎年金番号が分かるもの
※区役所で手続きをした場合は、再交付まで約１カ月かかりま
す。お急ぎの場合は年金事務所(34ページ)にご相談ください。

日本国外に住むようになったとき
(第1号被保険者のみ)

・マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書
※国外に転出する前にお手続きをお願いします。

海外に住んでいた方が帰国したとき
(任意加入していた方および帰国後
は第1号被保険者に該当する方のみ)

・マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書

任意加入(3ページ)するとき、
やめるとき

・マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書
・通帳および金融機関届け出印（またはクレジットカード)

付加保険料を納付(5ページ、25ペー
ジ)するとき、納付をやめるとき

・マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書

生活保護を受け始めたとき・廃止に
なったとき(法定免除の届け出が必
要です。)

・マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書
・生活保護の開始日または廃止日を証明するものなど

(9ページ)
障害基礎年金を受け始めた時(法定
免除の届け出が必要です。)

・年金証書など(9ページ)

出産したとき(産前産後免除の届け
出が必要です。死産、流産、早産さ
れた方を含む。)

・マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書
・出産(予定)日を明らかにできる書類など

(10ページ)

※

※マイナンバーカードの申請に関することは、各区役所戸籍住民課にお問い合わせください。
※令和4年4月以降は、年金手帳に代わり基礎年金番号通知書が交付されています。年金手帳は引
　き続き使用できます。

3 4

第３号被保険者に関する届け出～厚生年金の加入者である配偶者の扶養に入るとき（第３号被
保険者に該当するとき）、基礎年金番号通知書の再交付申請を希望するときは配偶者の勤務先
を通して年金事務所（34ページ）に届け出を行うことになっています。


